
　町では、国や県が実施する統計調査に従事する統計調査員に登録していただける方を募集します。
■登録調査員制度とは　統計調査を実施するときに、あらかじめ登録している方の中から必要に応じた人
数を選び、統計調査員として従事していただく制度です。
■統計調査員とは　統計調査は、国勢調査、経済センサス、工業統計調査など、さまざまな調査があります。
　統計調査員は、世帯や事業所など調査対象を訪問し、調査票の記入依頼や調査票の回収・点検といっ
た、統計調査の仕事の中でも基本的で重要な部分を受け持ちます。
　調査員の身分については、国や都道府県知事などから統計調査の都度任命される非常勤の公務員で
す。そのため、調査活動中の事故は公務災害補償が適用され、調査で知り得た内容については法律で秘
密の保護が義務付けられています。 
■調査員の仕事の内容　調査員事務説明会への出席・調査の準備・調査票の記入依頼と配布・記入された
調査票の回収・集めた調査票の点検と整理・調査関係書類の提出
　※　調査の種類によって異なる場合があります。
■調査員報酬　調査員には、統計調査ごとに定められた報酬が支払われます。調査の種類や受け持ち件数
などにより異なりますが、およそ2万～7万円程度です。（必ずしもこの範囲内とは限りません） 
■登録資格　以下の条件を満たしている場合、登録することができます。
　▽　責任を持って調査事務を遂行できる満18歳以上の方 
　▽　警察・徴税などの事務に直接関係のない方
　▽　被選挙者、選挙事務所の職員など選挙に直接関係のない方
　▽　暴力団員、その他の反社会的勢力と密接な関係のない方
■登録方法　「統計調査員希望者申込書」を記入の上、政策協働課調査広報係まで持参してください。申込
書は政策協働課窓口にあります。町ホームページ（http://www.town.agui.lg.jp/ka/toukei.html）か
らダウンロードすることもできます。
■問い合わせ先　〒470-2292　阿久比町大字卯坂字殿越50
　　　　　　　　政策協働課調査広報係　（48）1111（内1311）

登録調査員になりませんか

　日本経済新聞によると、本町は令和3年までの10年間において、東海4県
（愛知・岐阜・三重・静岡）の160市町村で集住率が24.2ポイントで1位、全
国で8位で最も上昇したまちとなりました。本町にはこれまで人口集中地区
の設定がありませんでしたが、平成27年国勢調査により、陽なたの丘地区
と宮津地区の一部が人口集中地区に設定されました。
　特急停車駅である阿久比駅から名古屋市内まで30分圏内という交通利
便性により、子育て世代などが移住するようになったことが要因と考えられ
ます。
　将来的な人口減少・少子高齢化への備えとして、集住率向上は持続可能
なまちづくりの一助となります。
▽　集住率：人口集中地区の住民数の総人口に占める割合
▽　人口集中地区：市区町村の区域内で人口密度が4,000人/㎢以上の基本単位区が互いに隣接して人口が5,000人
以上となる地域
■問い合わせ先　政策協働課企画政策係　（48）1111（内1310・1311）

▲　陽なたの丘地区

東海4県の市町村別集住率の伸び幅で阿久比町が1位に東海4県の市町村別集住率の伸び幅で阿久比町が1位に
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15.陸の豊かさも守ろう
陸上生態系の保護、回復、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、
ならびに土地劣化の阻止・回復、生物多様性の損失を阻止する

ＳＤＧｓ17の目標


